　　　　
誓　約　書
                                          
                                                              令和　　年　　月　　日
　ヒーホー・ステーション事務局　殿
　（出雲河川事務所　占用調整課）

                            　　利活用主催者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　私は、次のヒーホー利活用について、利活用ルールに従うとともに下記の事項を遵守することを誓約します。また、利活用参加者に対しても必要となる事項を遵守するよう周知します。

利活用日： 　  令和　　年　　月　　日　　

利活用目的：　　　　　　　　　　　　　　 

                                        記

１．斐伊川の増水により斐伊川放水路分流堰から分流の恐れがあるとき又は、急な豪雨等により利活用に支障が生じると認められる場合は、利活用を中止又は延期する。この場合、すでにヒーホー内に設置された工作物等は、すべて撤収する。

２．利活用に伴い、利害関係者や第三者からの苦情や要望の申出があった場合は、利活用者側の
責において対応し解決する。

３．利活用に伴い発生した怪我や事故に対しては、利活用者側が責任を負うものとする。

４．河川管理施設（護岸、フェンス、看板、その外の河川管理者が所有する施設類）を損傷させ
た場合は、原形復旧の行為又は復旧の費用負担を利活用者側で行う。

５．利活用により生じたゴミ等は利活用主催者の責において適正に処理する。

６．車両や利活用設備などから油類が流出し水質事故が発生（又は恐れがある場合を含む。）した
場合、利活用者側はただちに応急措置や拡散防止の対応に務める。この措置などを河川管理者
が対応したときには、利活用者側が費用を負担する。

７．安全な利活用を確保するため「放水路下流における神戸川からの背水域」及び「放水路内両
側における水路」その他危険が予想される箇所には立ち入らない。なお、利活用参加者が危険
箇所に立ち入る恐れがある場合は、必要においてバリケードやコーン等を設置するなどの措置
を講ずる。

８．そのほか、河川管理上や公益上やむを得ない必要があると認められる場合には、河川管理者
の指示に従うこと。

【緊急時の連絡について】

　
１．利活用主催者は、利活用に伴い緊急的な事案が発生した場合には速やかに河川管理者あてに
通報してください。通報先は以下の「２．緊急時の連絡先」とします。

　　　緊急的な事案【例】
        ・利活用に使用する車両や設備から油類が流出して水質事故が発生したとき（発生す　　　　　
る恐れがある場合を含む）。
　　　　・交通事故が起きたとき。
        ・交通事故以外の事故（人身事故及び影響の大きい物損事故）が起きたとき。
　　　　・河川管理施設を損傷させたとき。
　　　　・利活用を中止する事態が起きたとき。
　　　　・その他、利活用後における出雲河川事務所の開庁日での通報では支障があるとき。


２．緊急時の連絡先

　　　　・平日　８時30分～17時15分
　　　　　　　　　出雲河川事務所 管理第一課（直通）
　　　　　　　　　　TEL　0853-20-1765

　　　　・上記以外
　　　　　　〔第一順位〕出雲河川事務所
　　　　　　　　　　　　　占用調整課　課長　 TEL　090-5709-9662

　　　　　　〔第二順位〕出雲河川事務所　
平田出張所　TEL　0853-63-2524
